
 

第 １ 号議案 

 

 

   府中市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ５ 年 ２ 月１７日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会及び府中市移動等円滑化促

進方針等推進協議会の設置に伴い、所要の改正を行うものであります。 
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   府中市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 別表の１府中市長の附属機関の表に次のように加える。 

府中市公共施設マネジメ

ントモデル事業検討協議

会 

府中市公共施設マネジメント推進プランに

掲げるモデル事業に関する事項その他市長

が必要と認める事項 

１０人以内 １年 

府中市移動等円滑化促進

方針等推進協議会 

府中市移動等円滑化促進方針及びバリアフ

リー基本構想の推進に関する事項その他市

長が必要と認める事項 

２４人以内 ３年 

   付 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例（昭和３１年１２月

府中市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１リサイクルプラザ整備等事業者選定委員会委員の項の次に次のよう

に加える。 

公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 

モ デ ル 事 業 検 討 協 議 会 委 員 
日額  １１，０００円 

移動等円滑化促進方針等推進協議会委員 日額  １１，０００円 

 

 



参 考 

府中市附属機関の設置等に関する条例新旧対照（抜粋） 

（   は、改正部分） 
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新 旧 

別表（第２条～第５条） 別表（第２条～第５条） 

１ 府中市長の附属機関 １ 府中市長の附属機関 

名称 所掌事項 
委員 

定数 任期 

省 略 

府中市公共施

設マネジメン

トモデル事業

検討協議会 

府中市公共施設マネジメント

推進プランに掲げるモデル事

業に関する事項その他市長が

必要と認める事項 

１０人以内 １年 

府中市移動等

円滑化促進方

針等推進協議

会 

府中市移動等円滑化促進方針

及びバリアフリー基本構想の

推進に関する事項その他市長

が必要と認める事項 

２４人以内 ３年 

 

名称 所掌事項 
委員 

定数 任期 

省 略 

（追 加） 

 

２ 省 略 ２ 省 略 

   付 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条

例の一部改正） 
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新 旧 

２ 非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条

例（昭和３１年１２月府中市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１リサイクルプラザ整備等事業者選定委員会委

員の項の次に次のように加える。 

公共施設マネジメントモ

デル事業検討協議会委員 
日額 １１，０００円 

移動等円滑化促進方針等

推 進 協 議 会 委 員 
日額 １１，０００円 

 

 

 


